
継続申告に関する手続きの流れ

必要な書類

※1本人確認書類の具体的な例(｢氏名、住所及び生年月日｣が確認できるものであることが前提)
①個人番号カード(マイナンバーカード)
②旅券(パスポート)
③運転免許証
④写真付き住民基本台帳カード
⑤その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付され
たもの

※2通称の使用を希望の場合
性別違和等、知事が特に理由があると認める場合は、受領カードに通称を使用可能とします。な
お、通称を使用した場合は受領カードの裏面特記事項に氏名を記載することとします。
○通称の確認方法
学生証や法人が発行した身分証明書など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明ら
かになる資料であれば１点、郵便物や公共料金の領収書等であれば２点を宣誓時にお持ちくださ
い。

備 考必要な書類

パートナーシップ宣誓継続申告書１

連携する自治体が発行したパート
ナーシップ宣誓書受領カード等
（２名分）

２

住民票の写し、住民票記載事項証明書、
戸籍の附票の写し等（個人番号、本籍地
の記載を省略したもの）

住所の異動を証明する書類（２名
分）

３

郵送の場合はコピー（個人番号カードは
表面のコピーのみ（個人番号は不要））
を提出してください。

本人確認書類（※1）
※お一人でお越しの場合は、パー
トナーの方の本人確認書類の写し
を御持参ください。

４

宣誓書受領カードに通称名の記載を希望する場合、日常生活において当該通称
名を使用していることが確認できる書類（※2）も併せてご提出ください。

１ 事前連絡

事前に人権男女共同参画課人権施策推進室へ電話（028-623-3027（受付は平日
８時30分～17時15分））又はメール（jinken@pref.tochigi.lg.jp）により御連
絡いただくか、電子申請システムに必要事項を御入力ください。送付していただ
く必要書類を確認させていただきます。

郵送の場合

２ パートナーシップ宣誓継続申告

３ 受領カードの交付（郵送）

必要書類を郵送してください。
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20人権男女共同参画課人権施策推進室宛て
※「簡易書留」など配達記録が残る方法でお送りください。

日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちのうえ、県が指定する場所に来
庁してください（お二人でお越しいただく必要はありません。）。

来庁の場合

事前に人権男女共同参画課人権施策推進室へ電話（028-623-3027（受付は平日
８時30分～17時15分））又はメール（jinken@pref.tochigi.lg.jp）により御連
絡いただくか、電子申請システムに必要事項を御入力ください。来庁日時、場所
を調整いたします。

１ 事前連絡

２ パートナーシップ宣誓継続申告

３ 受領カードの交付


